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論文内容の要旨

本論文は，フランス会計統一化政策を取上げ，それを原理面と社会経済面の両視角から体系的に整

理じて重要な意義を有するとみられる問題を取出し，それについて事実発見と理論的考察を行うこと

によって公共会計政策体系としての会計統-化政策の解明とフランス的特徴の指摘とを同時に行い，

フランス会計統一化政策に対して一定の評価を与えることを試みたものである。

今日会計の社会的意義が増大し，広範囲の利害関係者に対して会計情報の伝達が行われているが，

その場合重要なことは同一経済事象の会計処理について代替的方法がある均合そのうちで最も妥当な

方法を 1 企業内でも企業問でも可能な限り統一的に適用するという統一性の要請が満たされ，会計情

報が可及的に同質化されていることである。いうまでもなく経済事象の会計処理についてより妥当な

方法が見出されるならば それまでの会計方法は自然に廃れて新しい方法が慣習として一・般に普及す

る結果， 1 企業内 t j: p うに及ばず企業聞でも同一経済事象の会計処理について同一の方法が適用され，

統イ生の要請が臼ずから満たされるとも考えられる。しかしこの場合には古い方法と新しい方法とが

共 lンー般に公正妥当なものと見なされ，これら代替的方法の中から経営再や会計担当者の判断によっ

て妥当とされるものが選択適用される。このように会計方法の決定には会計慣宵からの選択という一

定の枠が恨められるとはし E え，それが白由企業制度のドでその経済活動や利害関係が複雑化した企業

の経営者や会計担当者の判断に委ねられ， しかも政策的考慮のために歪められる危険性さえあるとす

れば，会計情報には客観性がないとの批判がみられるのも当然であろう。そこで会計から73意性を排

除し可能な限り客観性をもたせて会計情報の同質化を図るために，会計規範としての健全な会計慣習

に依拠するだけでなく，それをもとに会計方法の選択範囲を合理的・可及的に縮小し同」経済事象の
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会計処理について可能な限り同ーの会計方法が統一的に適用されるようにするための働きかけが企業

のレベルをこえた公共の立場から行われるようになる。これを会計統一化政策と規定し，今日の公共

会計政策体系の中心をなすものと見ない 大恐慌を経験した先進資本主義国で経済活動に対する政

府の行政的介入が行われ企業に対する直接・間接の統制が加えられるようになって成立したものであ

ることを明らかにした。

フランスでは第 2 次大戦後逸速く経済計画の担当機関が設置され国民経済の相当部分に対する政府

の行政的介入が成功裡に進められるとともに，会計の社会的意義が増大し広範囲の利害関係者からの

適正な会計情報の要求が強まり，こうした事情を背景にして，事実としての慣習に止まっていた会計

規範を理論的に整序しその論理性と規範性を強化して一般的会計指針の形にまとめるとともに業種別

会計指針を通してその合理的適用を進めることによって会計統 a化政策が推進されてきたが，その場

合統一化の範囲には用語・様式など会計の形式面だけでなく分類・評価など実質面も含まれ， しかも

政策形態としては政府機関を政策推進主体にして会計の目的や実施状況を等しくする場合には可能な

限り同ーの合理的方法が適用されるように誘導するところの合理性と統イ生の強化された指示的統

化政策と呼ばれるものが採用されたことを明らかにした。フランスで指示的統」化政策が採用された

所以は，会計慣習の蓄積の少なさ，会計専門家の社会的地位の低さ等の事実の存在もさることながら，

混合経済体制が確立し経済機構が複雑化の度を強め，会計が個別企業の経営面だけでなく国民経済の

運営面にも役立つ情報の提供を求められるにいたったという会計に対する社会的要請の変化にあると

した。このフランス会計統 a化政策の原理面で特に注目に値するのは会計統一化政策の主体・子段

H標等公共会計政策としての立体的構造にあると考えられるので，会計統一化政策を-元的に推進す

る国家会計審議会の機構と機能，会計的次疋に属する技術的目標と会計をして公共の利益に役立たし

めるという社会的目標の 2 っから成る目標概念， 骨史的会計指針と会計監査の 2 つから成る手段等を

順次取上げ詳細に検討した。そして会計統 a化政策がフランスで実際に運営された結果，会計情報公

開，企業課税，国民所得計算，労働者利潤参加，経済の国際化等社会経済の諸局面においてもそれ相

当の政策効果を現わしたものと考えられるので，その実態を詳細に分析し，そこに見られる会計統一

化政策との関連性を指摘した口以上のように，フランスの会計統一化政策は一般的会計指針に会計一

般の基準としての指導原理性をもたせてあらゆる分野での会計を統一化しようとするものであり，公

共会計政策としての整合性を有するものであることを明らかにしたのである。

論文の審査結果の要旨

本論文はフランスの会計統イヒ政策を理論的視角と社会経済的視角の両面から体系的に整理して，

l つの公共会計政策体系として説明したものである。豊富な文献・資料を駆使して，会計学に理論と

政策の峻別を求め，会計政策論のあり方を示唆しており，この分野の研究水準の向上に貢献すること

大である。従ってこの業績は経済学博士の学位に十分値するものと判定する。
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